
 

各種審議会・委員会等への女性の参画状況について 

男女ともに暮らしやすい社会の実現のためには、各分野の政策・方針決定過程に多様な立場の人が多様

な意見を持って参画し、男女双方の意思が反映されることが重要であることから、群馬県では、各種審議

会・委員会等への女性の参画を促進しています。 

令和８年４月１日現在の審議会等への女性の参画率は４３．０％となり、前年度比マイナス０．２ポイ

ントでした。 

 

１ 各種審議会・委員会等への女性の参画率  

  ４３．０％（前年同期 ４３．２％） 

 

 

 

 

 

 
 
２ 数値目標 

第６次群馬県男女共同参画基本計画（計画期間：令和８年度～令和１２年度）において 
４０％以上６０％以下と設定 

※附属機関等の設置及び運営指針（総務部総務課）においても同様に設定 
 

３ 女性参画率の推移   

調査時点 審議会等数 委員総数 うち女性委員数 女性参画率 

令和 ８年 4 月 1 日 ８８機関 ９６９人 ４１７人 ４３．０％ 

令和 ７年 ４月１日 ９０   ９７９  ４２３  ４３．２ 

令和 ６年 ４月１日 ９０ ９６４ ４０７ ４２．２  

令和 ５年 ４月１日 ９０   ９７７  ４０９  ４１．９ 

令和 ４年 ４月１日 ８８   ９７５  ３９８  ４０．８ 

 

４ 今後の取組 

・女性の参画率は、前年度と同程度（マイナス０．２ポイント）だが、中期的には上昇傾向にあり、

目標値を維持している。 

 ・引き続き、女性人材データバンクの活用による人材の周知や、改選期を迎える審議会所管課への働
きかけを行い、女性の参画率向上に取り組む。 

 

区分 審議会等数 委員総数 うち女性委員数 女性参画率 

法律に基づく審議会等  ４８ ５６１  ２４３ ４３．３ 

条例   〃 ３２ ３５７ １５７ ４４．０ 

行政委員会 ８ ５１ １７ ３３．３ 

合計 ８８機関 ９６９人 ４１７人 ４３．０% 

令和８年６月１６日 
生活こども部生活こども課 
男女共同参画室男女共同参画係 
電話：027-898-2688 内線：2688 


